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冬
に
な
る
と

中
国
大
陸
か
ら

飛
来
す
る
Ｐ
Ｍ

２
・
５
が
増
え

る
。
ど
の
程
度
健
康
へ
の
影

響
が
あ
る
の
か
疫
学
的
研
究

が
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
、

環
境
基
準
の
基
礎
デ
ー
タ
と

し
て
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
て

い
る
。

　

調
査
対
象
の
集
団
と
な
る

コ
ホ
ー
ト
と
し
て
大
阪
府
、

愛
知
県
、
宮
城
県
の
３
府
県

が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
コ
ホ

ー
ト
と
は
疫
学
で
用
い
る
年

齢
、
職
業
な
ど
同
じ
属
性
の

集
団
の
意
味
だ
が
、
元
々
は

古
代
ロ
ー
マ
の
軍
隊
の
単
位

で
、
３
０
０
人
か
ら
６
０
０

人
く
ら
い
だ
と
言
う
か
ら
、

近
代
軍
隊
の
小
隊
よ
り
は
か

な
り
多
い
。

　

３
府
県
の
条
件
は
多
様
で

疫
学
研
究
の
経
験
の
な
い
筆

者
に
は
そ
の
困
難
さ
が
想
像

を
超
え
る
。
そ
の
上
、
得
た

結
果
か
ら
そ
の
対
処
に
は
政

治
が
絡
み
そ
う
で
、
試
験
管

や
顕
微
鏡
の
レ
ベ
ル
の
成
果

に
頼
る
古
い
医
学
知
識
で
は

頭
が
混
乱
し
そ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
現
在
、
我
わ
れ
が
直

面
し
て
い
る
問
題
の
多
く
は

大
気
汚
染
だ
け
で
な
く
、
そ

の
よ
う
な
複
雑
系
の
事
象
ば

か
り
で
、
白
黒
が
付
か
ず
何

％
の
信
頼
区
間
で
物
が
言
え

る
か
言
え
な
い
か
で
あ
る
。

今日の数字

1349
　子ども医療費助成で所得制限
がない市町村数。全体に占める
割合は77.4％。厚労省調査から。
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軸軸
大
企
業
優
遇

大
企
業
優
遇

税
制
を
問
う

税
制
を
問
う

❹❹

税
理
士　

菅
隆
徳

税
理
士　

菅
隆
徳

消
費
税
増
税
は
必
要
な
い

８
兆
円
超
の
大
企
業
減
税
の
是
正
を

表　大企業優遇税制と法人税率の是正による財源試算（不公平な税制の是正）

安倍政権が検討中の負担増メニュー
後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の廃止後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の廃止

国民健康保険料の上限額の引き上げ国民健康保険料の上限額の引き上げ

高額療養費制度の高齢者の外来負担軽減を廃止高額療養費制度の高齢者の外来負担軽減を廃止

市販品類似医薬品の保険適用除外市販品類似医薬品の保険適用除外

17年度までに順次17年度までに順次
• 紹介状がない場合の大病院• 紹介状がない場合の大病院
受診時の追加負担（５千～受診時の追加負担（５千～
１万円）１万円）
• 入院給食費を260円→460円• 入院給食費を260円→460円
に引き上げに引き上げ
• 国保の財政運営を都道府県• 国保の財政運営を都道府県
に移行し、保険料値上げに移行し、保険料値上げ

16年度16年度
• 混合診療を認める患者申出• 混合診療を認める患者申出
療養の創設療養の創設

15年８月15年８月
• 一定以上の所得者の介護保• 一定以上の所得者の介護保
険利用料を１割→２割に険利用料を１割→２割に
• 一定の預貯金のある施設入• 一定の預貯金のある施設入
所者の自己負担引き上げ所者の自己負担引き上げ

15年４月15年４月
• 特養の入所を要介護３以上• 特養の入所を要介護３以上
に制限に制限
• 要支援者を順次、介護保険• 要支援者を順次、介護保険
から除外し地域支援事業にから除外し地域支援事業に

15年１月15年１月
• 高額療養費制度の負担上限• 高額療養費制度の負担上限
額を引き上げ額を引き上げ
• 難病患者の自己負担引き上• 難病患者の自己負担引き上
げげ

14年４月14年４月
• 70～74歳の窓口負担を順次• 70～74歳の窓口負担を順次
１割→２割に１割→２割に

安倍政権が進める
医療「改悪」のスケジュール

　

こ
こ
ま
で
大
企
業
優
遇
税

制
の
実
態
を
見
て
き
た
。
大

公
平
と
は
、
所
得
の
大
き
い

企
業
が
税
金
を
多
く
負
担
す

い
る
の
か
、
こ
れ
を
見
て
み

よ
う
。

　

租
税
特
別
措
置
と
い
う
の

は
「
産
業
経
済
政
策
的
観
点

か
ら
、
税
の
負
担
公
平
原
則

（
応
能
負
担
原
則
）
を
犠
牲

に
し
て
、
特
定
の
納
税
者
に

税
を
軽
減
す
る
一
切
の
措

る
こ
と
に
な
っ
た
。
法
人
税

法
に
よ
る
減
税
額
も
国
税
庁

の
統
計
な
ど
で
公
表
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
筆
者
が
ま
と

め
た
も
の
が
下
表
で
あ
る
。

資
本
金
10
億
円
以
上
の
大
企

業
の
減
税
額
を
計
算
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
２
０
１

消
費
税
導
入
後
の
法
人
税
率

の
引
き
下
げ
に
よ
る
減
税
額

２
兆
８
３
４
６
億
円
を
加
え

る
と
、
大
企
業
減
税
は
年
間

８
兆
円
を
超
え
る
。
ち
な
み

に
14
年
度
の
年
間
法
人
税
収

（
予
算
額
）
は
10
兆
円
で
あ

る
。
８
兆
円
を
超
え
る
大
企

業
減
税
を
実
施
し
た
う
え

で
、
法
人
税
の
税
収
は
10
兆

円
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

莫
大
な
大
企
業
減
税
が
行
わ

れ
て
い
る
。

　

大
企
業
に
適
正
な
課
税
を

行
え
ば
、
８
兆
円
の
財
源
が

生
ま
れ
る
。
ま
ず
不
公
平
な

税
制
を
た
だ
す
べ
き
だ
。
税

の
公
平
原
則
、
応
能
負
担
原

則
に
従
っ
て
、
大
企
業
課
税

を
行
え
ば
、
消
費
税
増
税
な

ど
必
要
は
な
い
の
だ
。

 
（
つ
づ
く
）

る
と
い
う
こ
と
だ
。
日
本
の

法
人
税
の
実
態
は
逆
に
な
っ

て
い
る
。
大
き
な
利
益
を
上

げ
て
い
る
大
企
業
ほ
ど
税
負

担
は
少
な
い
の
だ
。

　

そ
こ
で
具
体
的
に
、
大
企

業
優
遇
税
制
で
、
政
府
は
一

体
い
く
ら
法
人
税
を
ま
け
て

充
実
へ
転
換
を
図
る
の
か
が

焦
点
と
な
る
。

　

こ
の
間
、
政
府
は
消
費
税

増
税
と
引
き
換
え
に
公
約
し

た
「
社
会
保
障
の
充
実
」
を

反
故
に
し
、
医
療
大
改
悪
に

　

医
療
政
策
で
は
、
自
公
政

権
が
進
め
る
患
者
負
担
増
や

給
付
減
な
ど
の
改
悪
を
許
す

の
か
、
国
民
皆
保
険
制
度
の

着
手
。
難
病
患
者
の
自
己
負

担
増
や
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
入
所
制
限
な
ど
、
今
後

３
年
間
に
わ
た
っ
て
徹
底
し

て
医
療
・
介
護
の
国
民
負
担

を
引
き
上
げ
る
計
画
だ
。

　

さ
ら
に
、
▽
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
料
軽
減
措

置
の
廃
止
▽
国
保
料
の
上
限

額
の
引
き
上
げ
▽
市
販
類
似

医
薬
品
の
保
険
適
用
除
外
―

―
な
ど
を
検
討
し
て
い
る
。

新
財
源
の
大
半
は

社
会
保
障
以
外
に

　

消
費
税
率
８
％
へ
の
増
税

で
生
ま
れ
た
財
源
は
、
大
型

公
共
事
業
費
や
法
人
税
減
税

な
ど
、
バ
ラ
マ
キ
政
策
に
浪

費
。
新
財
源
５
兆
円
の
う

ち
、
社
会
保
障
改
善
に
充
当

し
た
の
は
１
割
に
過
ぎ
ず
、

国
民
に
負
担
増
・
給
付
減
ば

か
り
を
押
し
付
け
て
い
る
の

　

安
倍
政
権
に
よ
る
医
療
改

悪
に
反
対
し
、
社
会
保
障
の

充
実
を
め
ざ
し
て
協
会
は
８

日
、
理
事
会
前
に
難
波
・
千

日
前
商
店
街
で
街
頭
宣
伝
に

取
り
組
ん
だ
（
写
真
）。
患

者
負
担
軽
減
・
保
険
範
囲
拡

大
を
求
め
る
請
願
署
名
へ
の

協
力
を
訴
え
、
署
名
用
紙
入

り
の
ポ
ケ
ッ
ト
・
テ
ィ
ッ
シ

ュ
を
１
千
個
配
布
し
た
。

　

宣
伝
に
は
、
下
井
戸
昭
介

・
辻
本
勝
両
副
理
事
長
、
伊

津
進
弘
理
事
・
相
談
役
、
江

原
豊
理
事
が
参
加
し
た
。

◇

　

協
会
は
署
名
用
紙
入
り
の

ポ
ケ
ッ
ト
・
テ
ィ
ッ
シ
ュ（
１

箱
50
個
入
り
）
を
希
望
者
に

無
料
で
送
付
す
る
。
患
者
へ

の
配
布
に
協
力
し
て
も
ら
え

る
会
員
は
事
務
局
ま
で
。

が
実
態
だ
。

　

消
費
税
増
税
に
よ
る
国
民

生
活
の
悪
化
に
加
え
、
医
療

・
介
護
の
負
担
が
増
え
れ
ば

治
療
中
断
・
受
診
抑
制
が
増

加
し
、
健
康
悪
化
に
直
結
す

る
。
国
民
の
命
と
健
康
を
守

る
た
め
に
も
、
12
月
14
日
の

総
選
挙
で
は
暮
ら
し
の
大
改

悪
路
線
に
歯
止
め
を
か
け
る

選
択
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

置
」
の
こ
と
だ
。
租
税
特
別

措
置
法
に
よ
る
も
の
と
、
法

人
税
法
に
よ
る
も
の
と
二
つ

あ
る
。

　

民
主
党
政
権
の
時
に
「
租

特
透
明
化
法
」
が
成
立
し
、

租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
減

税
額
は
、
全
容
が
公
表
さ
れ

１
年
度
は
試
験
研
究
費
の
税

額
控
除
な
ど
の
租
税
特
別
措

置
法
関
係
で
減
税
額
は
８
１

４
５
億
円
。
受
取
配
当
益
金

不
算
入
な
ど
の
法
人
税
法
関

係
で
減
税
額
は
４
兆
５
６
３

７
億
円
。
合
計
で
５
兆
３
７

８
２
億
円
と
な
る
。
こ
れ
に

き
な
利
益
を
上

げ
て
い
る
大
企

業
が
、
様
々
な

大
企
業
優
遇
の

租
税
特
別
措
置

に
よ
っ
て
、
わ

ず
か
な
税
負
担
し
か
し
て
い

な
い
の
だ
。
本
来
税
制
上
の

（１）租税特別措置による大企業の減税額
減税項目 減税額 概　要

租税特別措置法関係（表３） 8,145億円（2011年度）

法
人
税
法
の
租
税
特
別
措
置

受取配当益金不算入 １兆5,694億円（2011年度） 受取配当を利益から除き、減税するもの

外国子会社配当益金不算入 １兆1,337億円（2011年度） 外国籍企業の外国子会社からの配当の95％を利益から除
く減税

連結納税 5,879億円（2011年度）
子会社の所得を親会社の所得と合算して法人税を計算す
る仕組み。連結納税グループ企業の中に赤字法人がある
と、各企業の黒字と赤字が相殺されるため課税所得が減
り、個別に納税するより法人税が減税になる

株式発行差金への非課税 １兆2,727億円
（2007～11年度平均）

会社に株主から払い込まれる株式発行差金（プレミアム）
は一種の「利益」と考えられるが、法人税ではこれに課
税しない

合　計① ５兆3,782億円 注① 12％とは、消費税導入前の法人税率42％－2011年度の法人
税率30％

菅税理士が計算作成（２）法人税率引き下げによる減税額
減税項目 減税額 概　要
課税所得分 ２兆1,892億円 大企業の課税所得×12％（注①）
減税対応分 6,454億円 大企業の減税額（５兆3,782億円）×12％（注①）
合　計② ２兆8,346億円

　

安
倍
首
相
は
21
日
、
衆
院
を
解
散
し
た
。
12
月
14
日
の

総
選
挙
で
は
、
政
府
が
進
め
て
き
た
社
会
保
障
改
悪
や
消

費
税
増
税
、
集
団
的
自
衛
権
容
認
、
辺
野
古
米
軍
基
地
建

設
、
原
発
再
稼
働
な
ど
の
是
非
が
問
わ
れ
る
。

理
事
会
前
に
街
頭
宣
伝

自
公
の
負
担
増
路
線
問
う
総
選
挙

共済部からお知らせ
保険医年金・一時金保険医年金・一時金
の年内着金についての年内着金について

　解約一時金の年内着金をご希望
の方は、①所定の請求書②受取人
の印鑑証明書１通（交付６カ月以
内）③解約口番号の加入者証――
を完備の上、12月15日（月）協会必
着でお送り下さい。なお、一時金
着金が年始でも保険会社が年内に
最終手配した分（12月30日まで）
は今年の所得となりますのでご注
意下さい。詳しくは共済部まで。

（合計①＋②）＋大資産家への
優遇税制２兆円で、

10兆円の財源が生まれる！

増税の裏で医療大改悪増税の裏で医療大改悪


